
 

 

 
（部分払） 

第３７条 乙は、工事完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造
工場等にある工場製品（第１３条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあって
は当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の
対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の１０分の９以内の
額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、こ
の請求は工期中３回（前払金及び中間前払金を請求したときは１回）を超えることはでき
ない 。 

２ 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分又は
搬入済工事材料の確認を甲に請求しなければならない。 

３ 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から１４日以内に、乙の立会いの上、
設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を
乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるとき
は、その理由を乙に通知して、出来高部分を最小限破壊して検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。 
５ 乙は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この
場合においては、甲は、当該請求を受けた日から起算して２０日以内に部分払金を支払わ
なければならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額
は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から１０日以内に協議が整
わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

  部分払金の額≦第１項の請負代金相当額 
              ×｛９／１０－（前払金額＋中間前払金額）／請負代金額｝ 
７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合において
は、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の
対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 

 
 （部分引渡し） 
第３８条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受け
るべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定
部分の工事が完了したときについては、第３１条中「工事」とあるのは「指定部分に係る
工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び
第３２条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これら
の規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第３２条第１項の規定により請求することのできる部分引
渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応
する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第
３２条第１項の請求を受けた日から１４日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙
に通知する。 

  部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額 
                 ×｛１－（前払金額＋中間前払金額）／請負代金額｝ 
 （第三者による代理受領） 
第３９条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人と
することができる。 

２ 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請
求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対し
て第３２条（前条において準用する場合を含む。）又は第３７条の規定に基づく支払をし
なければならない。 

 
 （前払金等の不払に対する乙の工事中止） 
第４０条 乙は、甲が第３４条、第３４条の２、第３７条又は第３８条において準用される
第３２条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかか
わらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。こ
の場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しな
ければならない。 

２ 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めら
れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備えて工事現場を維
持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時
中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し
なければならない。 

第３７条見出し及び全項削除 印 


